
【フォトレポート】11.12 国会に声を届けよう…原発事故被害者の救済を求める国会請願行

動：79,856筆の署名を 32人の国会議員に手渡しました 

 

11月 12日、「11.12 国会に声を届けよう 原発事故被害者の救済を求める国会請願行動」が開催されま

した。福島・宮城・千葉・北海道・静岡など各地から、被災者・支援者のみなさんが参加されました。 

 

集会には約 200人が参加。現状報告と各地からの報告、そして行動提案がありました。 

そのあと、日比谷公園を出発し、国会をめざしました。 

オレンジのバンダナを思い思いに身に着け、「支援法を活かそう！」「被災者の声を聴

け！」「福島の声を聴け！」「20 ミリシーベルト撤回！」「１ミリ守ろう！」とコール

しながら、国会の議会面会所まで、150人ほどで行進しました。 

取り急ぎ、下記に写真を掲載します。写真を提供してくださった大野さん、人見やよいさん、ありがとうござ

います！！ 

 

日比谷公園から請願デモ出発。 

 

 

請願の二つのメッセージ「支援法の十分かつ具体的な施策の実施を！」「賠償請求の時効問題の抜本的

な解決のための立法措置を！」を書いたボードを持つ福島の女性たち。 

 

そして衆議院の議会面会所。たくさんの国会議員が拍手で出迎えてくださいました！！ 

民主党、みんなの党、共産党、社民党の看板が！！  
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請願署名を福島のみなさんが手渡しました。 

署名数：79,856筆、20,762枚 

参議院でも！！ 支援法に尽力してくださった議員のみなさんが出迎え、暖かいスピーチで「がんばりまし

ょう！」のエールを。署名は、関東ネットのみなさんが提出。 

 

 

 

議面で出迎えてくれた議員のみなさんは： 

【衆議院】14人…民主党：奥野総一郎、菊田真紀子、泉健太 みんなの党：浅尾慶一郎、中島克仁、佐藤

正夫、山内康一、井坂信彦、畠中光成、三谷英弘、渡辺喜美 社民：吉川元 共産党：笠井亮、高橋千鶴

子 

【参議院】１８人…民主党：那谷屋正義、田城郁、神本みえ子、有田芳生、徳永エリ、牧山ひろえ みんな

の党：山口和之、松沢成文、川田龍平、山田太郎、中西健治、渡辺美知太郎、薬師寺道代、江口克彦 

社民：福島瑞穂、又市征治、共産党：田村智子、井上さとし 
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紹介議員になってくださったのですが、お時間の関係で立ち会えなかった議員の方々もいらっしゃいます。 

 

署名の請願項目は下記のとおりです。 

二次集約は 11月末。三次集約は 12月末。１月下旬の通常国会での提出をめざします。ぜひ、みなさまご

協力ください 

１．原発事故子ども・被災者支援法の十分かつ具体的な施策の実施を求めます。 

 福島県全域と少なくとも追加被ばく線量 1mSv 以上の幅広い支援対象地域を設定し、この地域の

人たちの自己決定（避難する場合もその場にとどまる場合も）に応じた十分な支援をしてください。 

 支援法を実施・推進するため、被害当事者や支援者を中心とした様々な主体の意見を反映させる

常設機関を設置してください。 

 福島県内、および県外についても、国が責任をもって、幅広い専門家や当事者の参加を得た上で、

健康管理体制を構築してください。 

２．賠償請求の時効問題を抜本的に解決するための特別立法を求めます。 

 原発賠償請求権の行使につき、少なくとも３年間の短期消滅時効を適用しないことを定めてくださ

い。 

 事故時から２０年間の除斥期間（客観的に権利行使ができなくなる期間）を適用しないことを定め

てください。 

 全ての被害者が、過度の負担無く損害賠償請求できる十分な権利行使期間を定めてください。 

当日の集会プログラムは以下のとおりです。 

開会あいさつ…頼金大輔弁護士／福島県弁護士会 

子ども・被災者支援法の現状…河崎健一郎さん／弁護士／福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク 

原発事故被害損害賠償の時効問題…水上 貴央さん／弁護士／福島の子どもたちを守る法律家ネット

ワーク 

各地からの報告 

北海道から 中手聖一さん（福島市から札幌市に避難） 

福島から 野口時子さん 

関東のホットスポットから 増田薫さん（放射能から子どもを守ろう関東ネット） 

宮城県から  鈴木智子さん（あいコープみやぎ理事） 

野田市長／我孫子市長／白井市長／鎌ヶ谷市長からのメッセージ 代読：阿部 治正さん 

会場からの発言 

行動提案／閉会挨拶…佐藤和良さん 

◆主催：原発事故被害者の救済を求める全国運動実行委員会 

◆連絡先： 

【福島】いわき市議会創世会佐藤和良福島県いわき市平梅本 21 

TEL : 0246-22-1111（代表）内線 4132 FAX : 0246-25-8380 

【東京】国際環境 NGO FoE Japan（エフ・オー・イー・ジャパン） 東京都豊島区池袋 3-30-22-203 

TEL : 03-6907-7217 FAX : 03-6907-7219 

http://www.act48.jp/ 

（文責：満田夏花／FoE Japan） 


